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熊本県地域未来投資促進基本計画 

 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

 設定する区域は、平成２９年４月１日現在における熊本県（熊本市、八代市、人吉市、

荒尾市、水俣市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、

合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、

産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、

芦北町、津奈木町、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江

村、球磨村、苓北町）の行政区域とする。概ねの面積は７４万ヘクタール程度（熊本県面積）

である。 

 本区域は、阿蘇くじゅう国立公園、雲仙天草国立公園及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区、自然環境保全法に規定する都道府県自然環境

保全地域、自然公園法に規定する都道府県立自然公園、環境省が自然環境保全基礎調査で選

定した特定植物群落、生物多様性の観点から重要度の高い湿地、自然再生推進法に基づく自

然再生事業の実施地域、シギ・チドリ類渡来湿地、国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越

冬・渡り環境）・生育域等を含むものであるため、「８ 環境の保全その他地域経済牽引事

業の促進に際し配慮すべき事項」において、環境保全のために配慮を行う事項を記載する。 

 なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域は本促進区域に存在しない。 

また、以下の自然環境保全法に規定する自然環境保全地域、絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区、自然公園法に規定する国定公園区域

は、本促進区域から除外する。 

自然環境保全地域・・白髪岳自然環境保全地域 

生息地等保護区・・山迫ハナシノブ生育地保護区、北伯母様ハナシノブ生育地保護区 

国定公園区域・・耶馬日田英彦山国定公園、九州中央山地国定公園 

 さらに、（重点）促進区域の設定にあたっては、「（２）地域の特色」と調和して整合を図

るものである。 
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（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

①地理的条件 

  本県は九州地方のほぼ中央に位置し、県土の約６３％が森林で占められている。北部は

比較的緩やかな山地、東から南にかけては標高１，０００ｍ級の山々に囲まれている。西

部は有明海及び八代海に面し、外洋の東シナ海に続いている。また、県内には世界最大級

のカルデラ火山阿蘇を含む「阿蘇くじゅう国立公園｣、大小１２０の島々からなる「雲仙

天草国立公園」と２つの国立公園を持ち、山あり海ありの、美しい景観に富んだ地形にな

っている。 

気候は概して温暖（年平均気温１８℃）で、内陸性気候のため天草地方などの一部を除

いて寒暖の差が大きいのが特徴である。 

また、九州地方のほぼ中央に位置する本県は、九州の全ての県と陸・海で接しており、

地理的優位性を備えている。韓国・中国へは東京よりも距離的に近く、アジアを中心とし

たグローバルな活動に抜群のロケーションとなっている。  

さらに、良質で豊富な水資源に恵まれており、環境省が選定した「名水百選」に全国最

多の４箇所が選ばれているほか、人口約７４万人の県都熊本市の水道水は全て地下水でま

かなわれている。 

②インフラの整備状況 

白髪岳自然環境保全地域 

山迫ハナシノブ生育地保護区、 

北伯母様ハナシノブ生育地保護区 

耶馬日田英彦山国定公園 

九州中央山地国定公園 
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○ 熊本空港 

熊本空港は、昭和４６年に開港し、熊本市中心部から東へ１８ｋｍ、大津町、菊陽町、

益城町にまたがる標高１９３ｍの台地に立地している。霧が発生しやすいことから、平成

１８年に計器着陸装置「CAT－Ⅲｂ」の運用を開始、昭和５５年には滑走路を３，０００

ｍに延伸し大型ジェットの就航を可能とした。また、平成２４年には国内線ターミナルビ

ルをリニューアルするなど機能強化を図り、平成２７年度の熊本空港乗降客数は約３２３

万人、貨物取扱量は約１．６万トンとなっている。 

さらなる空港の機能強化を図るため、国内線と国際線が一体となった新たなターミナル

ビルの建設を予定。空港の運営権を民間に売却するコンセッション方式を導入し、これに

合わせて新ターミナルビルの設計段階から民間委託する。この取組みは、全国初の画期的

なものであり、注目を浴びている。 

○ 港湾 

本県には、重要港湾３港及び地方港湾２３港の計２６港（全国１２位）があり、このう

ち１３港は天草地域に集中するなど、西九州地域の主要な海の玄関口として大きな役割を

果たしており、本県における港湾計画において、港湾を中心とした土地の利用や交通体系

の強化などが計画されている。 

そのうち、八代港は、九州の中南部地域に立地する企業や様々な産業の物流拠点として

重要な役割を果たしており、昭和３４年に重要港湾、平成６年には外国産食糧の輸入港の

指定、平成１１年には、県内初の国際定期コンテナ航路が開設されるなど、本県の貿易総

額の４５％を取り扱っている。 

平成３０年４月には大型ガントリークレーン設置を含む新たなコンテナターミナルが

供用開始され、近年大型化が進む船舶を十分受け入れることが可能となり、コンテナター

ミナルの魅力向上や物流機能の充実に伴い、八代港の貨物量増大や新規航路開設等が期待

されている。 

また、平成２９年１月には「官民連携による国際クルーズ拠点」に選定され、同年７月

には改正された港湾法に基づき「国際旅客船拠点形成港湾」に指定された。今後は国、県、

クルーズ船社「ロイヤル・カリビアン・クルーズ」によるクルーズ船専用岸壁（耐震強化）、

大型バス駐車場等、ＣＩＱ機能を持つ旅客ターミナル及び集客施設等の整備が進められる

予定であり、物流・人流の拠点性を併せ持つハイブリッドな国際港としての成長が期待さ

れる。 

熊本港は、九州自動車道や熊本都市圏に３０分程度でアクセスできるなど道路ネットワ

ークに優れており、熊本都市圏背後に立地する企業の輸送拠点としての役割を果たしてい

る。昭和４９年に重要港湾の指定を受け、平成１１年には、八代港と同様に国際定期コン

テナ航路が開設、平成２４年にはガントリークレーンの供用が開始されるなど、東アジア

諸国を対象に立地企業の取扱貨物の輸送拠点となっている。 

○ 鉄道 
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九州新幹線鹿児島ルートは、全国高速交通体系の根幹を形成し、九州を縦に結ぶ大動脈

として、博多駅（福岡市）と鹿児島中央駅（鹿児島市）２８８．９ｋｍを結ぶルートであ

る。   

平成２３年３月に全線が開通し、熊本駅（熊本市）から博多駅を３２分、熊本駅から新

大阪駅（大阪市）を約３時間で結ぶこととなり、利用実績は全線開業前と比較して熊本駅

から博多駅で約５割増と、九州内や関西圏などとの交流人口の拡大に寄与している。 

○ 道路 

本県の幹線道路は、縦軸として骨格となる高速道路の九州縦貫自動車道が整備されてい

る。さらに八代市から鹿児島市を結ぶ延長約１４０ｋｍの南九州西回り自動車道の整備が

促進中であり、全線開通すれば九州南西部の地域経済の活性化及び高速定時性の確保に大

きく寄与するものと期待されている。 

また、有明海沿岸地域では、熊本港・長洲港・三池港・九州佐賀国際空港などの重要拠

点を効果的に連絡する有明海沿岸道路（Ⅱ期）が計画されており、さらなる地域経済の活

性化に寄与するものと期待されている。 

横軸については、嘉島町と宮崎県延岡市を結ぶ九州横断自動車道延岡線（九州中央自動

車道）の整備が促進中であり、平成２６年に嘉島ＪＣＴ（嘉島町）から小池高山ＩＣ（御

船町）が開通し平成３０年度には小池高山ＩＣから北中島ＩＣ（仮称）（山都町）の開通

が予定されている。全線開通すれば、九州縦貫自動車道と東九州自動車道に直結し、これ

らと一体となって九州地方全体の産業、経済、文化の交流発展に寄与するものと期待され

ている。さらに、熊本市と大分市を結ぶ延長約１２０ｋｍの中九州横断道路においても、

事業促進中であり、これらの路線が全線開通すれば、熊本県の地理的優位性を最大限に発

揮できる。 

また、熊本市と天草市を結ぶ延長約７０ｋｍの熊本天草幹線道路の整備が促進中であ

り、熊本都市圏と天草地域との交流・連携を強化し、天草地域の産業や観光の振興に寄与

するものと期待されている。 

 

③産業構造 

本県の県内総生産は５兆５，９９９億円（平成２６年）で、全国の約１％を占める。 

１人あたりの県民所得は２，３９５千円（平成２６年）、就業者数は８３．４万人（平

成２７年）で産業ごとの生産額の比は、１次：２次：３次=３．４%：２１．９%：７３．

５%（平成２６年）である。  

  農林水産業については、豊富な地下水や肥沃な土壌、県土の６３％を占める森林、三海

域からなる豊かな漁場など恵まれた環境・地域資源を活かし、多彩な魅力ある農林水産業

の創出・発展に取り組んできた。 

平成２６年は、農業産出額が３，２８３億円（全国６位）、林業産出額は１６５億円（全

国８位）、漁業産出額は３４０億円（全国１３位）と、全国有数の農林水産物の生産県で
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ある。 

  製造業については、製造品出荷額の約４割を輸送用機械器具製造業（１５．７％）、電

子部品・デバイス・電子回路製造業（半導体関連産業など（１２．３％））、食料品製造

業（１３．３％）が占めている。 

観光業については、観光客総数は約６千万人（平成２７年）で１０年前の約６．２千万

人（平成１８年）と比較すると若干減少している。 

一方、延べ宿泊客数は約７２０万人（平成２７年）となり、１４年ぶりに７００万人を

超えた。特に、外国人宿泊客については、約６４万人（平成２７年）となり、１０年前の

約３０万人（平成１８年）と比較すると２倍以上となっている。これは、台湾高雄・香港

から熊本空港への国際定期便就航、くまモン人気の定着等によるものと推測される。 

地域別にみると、阿蘇五岳や黒川温泉などの多数の観光地を有する阿蘇地域が、県全体の

観光客の約２７％を占めている。その他の地域でも熊本県観光の柱である熊本城や世界文

化遺産（三角西港、万田坑、﨑津集落）、日本遺産（人吉球磨地域、菊池川流域）、ユネ

スコ無形文化遺産（八代妙見祭）など県内各地に魅力的な観光資源を有している。 

 

④人口分布の状況等 

本県の人口は、平成１０年を境に減少傾向にあり、全国よりも約１０年早く人口減少局

面に突入し、平成２８年には１７７．４万人となっている。合計特殊出生率は全国平均よ

りも高い水準にあるものの、出生数自体は減少傾向にあり、平成１５年以降、死亡数が出

生数を上回る自然減の状態となっている。社会増減は、総じて転出が転入を上回る社会

減の状態にあり、特に、転出超過数に占める１０代後半から２０代前半の割合が高く、

地域別では東京圏や福岡県への転出が顕著となっている。このまま何も対策を講じなけれ

ば、本県の２０６０年の人口は約１１７．６万人になると推計している。 

平成２７年に策定した熊本県人口ビジョンでは、県民の結婚・出産・子育てに関する希

望の実現や熊本への人の流れの創出、人材流出の抑制等を図ることで、本県の２０６０年

の人口を１４４．４万人とする将来展望を示している。 

平成２８年熊本地震の発生に伴う県外への避難など社会減への影響について、熊本県推

計人口調査によると、平成２８年５月から９月にかけて、例年にない２，５４１人の社会

減が生じ、平成２９年４月まで(地震後１年)の社会減は５，３１７人と、前年の同じ期間

よりも１，９４０人拡大した。一方で、平成２８年１０月から平成２９年４月までの社会

減は、前年の同じ期間と比較すると５２３人縮小しており、回復の兆候も見られる。 

 

⑤熊本地震による被災状況等 

 本県は、平成２８年４月１４日と１６日の二度に渡り、かつて経験したことのない震度

７の地震に襲われ、平成２９年８月１０日時点で死者が２４４人、重軽傷者が２，７０９

人に上った。 
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  住家被害は、平成２９年２月２８日時点で約１８万６千棟に上り、また、国道５７号や

阿蘇大橋などの幹線道路の寸断や、電気、水道、ガス、通信などのライフラインの停止な

ど、県民の生活を支えるインフラに甚大な被害が生じた（停電約４５万戸、ガス供給停止

約１０万戸、断水約４３万戸、通信断約１万件）。さらに、県民の誇りである熊本城のほ

か、水前寺成趣園や阿蘇神社など県民の宝というべき文化財も大きな被害を受けた。 

なお、熊本地震による被害額は、約３．８兆円（推計、Ｈ２８．９．１４時点）であり、

その復旧費用だけでも非常に大きな経済的負担を強いられ、今後の成長に向けた投資への

大きな足かせとなる恐れがある。 

（公共土木施設） 

県・市町村管理の公共土木施設では、道路３，０７２箇所、河川１，４２０箇所、下水

道１２１箇所、橋梁１５１箇所など、計４，９７６箇所で被害が確認されている（平成２

９年１月２０日時点、災害査定結果による。熊本市の公園を除く。熊本地震後の梅雨前線

豪雨等により発生した災害を含む。国による代行施行分を除く。）。南阿蘇村では、大規

模な山腹崩壊で国道５７号が通行不能となり、国道３２５号阿蘇大橋が落橋した。 

また県道熊本高森線（俵山ルート）では、トンネルの壁面剥落や複数の橋梁損傷により

約１０キロの区間が通行止めとなっていたが、国による俵山トンネルと旧道を迂回したル

ートを確保する工事が完了し、平成２８年１２月に開通した。 

（公共交通機関） 

阿蘇地域において、土砂災害やトンネル・橋梁の損傷等により、ＪＲ豊肥本線（肥後大

津（大津町）－豊後荻（大分県竹田市）間）と南阿蘇鉄道（全線）が不通となった。 

なお、平成２８年７月にＪＲ豊肥本線は阿蘇（阿蘇市）－豊後荻間で、南阿蘇鉄道は高

森（高森町）－中松（南阿蘇村）間で一部区間の運転を再開している。 

（農林水産業） 

農業では、田・畑における法面崩壊や地割れ等が１１，１７２箇所確認されており、大

切畑ダム等のため池、水路、農地海岸堤防等にも損傷等の被害が発生した。また、農舎・

畜舎の倒壊や選果場、カントリーエレベーター、卸売市場など共同利用施設等の損壊、更

には、農作物や家畜についても被害が発生した。 

林業では、山腹崩壊が３９８箇所確認され、１０４ヘクタールで立木被害が発生してい

るほか、林道施設、木材加工施設等で被害が確認された。 

水産業では、漁港の防波堤・護岸の破損等が６３箇所で発生し、荷さばき所等の共同利

用施設や養殖施設にも被害が生じた。また山腹崩壊等による河川への土砂流入が原因で、

河口域に土砂が広範囲に堆積し、アサリ等のへい死や衰弱が確認された。 

（商工業） 

自動車関連企業や半導体関連企業をはじめ主要産業の多くで、工場や製造設備の破損等

が確認された。県内部品メーカーの操業停止によって生じたサプライチェーンの寸断は、

本県のみならず全国の企業活動にも影響を及ぼした。 
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また、商業・サービス業では、健軍商店街でアーケードが損壊するなど、熊本都市圏や

阿蘇地域を中心に、商店街や共同店舗をはじめ多くの店舗や事業所が被災し、営業の休止

や縮小を余儀なくされた。 

観光業においては、建物や温泉の湯量減少等の被害を受けたホテル・旅館等の被災施設

数を５２９施設と推計。直接的な被害が発生していない地域においても風評被害が発生

し、県内の宿泊キャンセル数は発災後約１カ月間で３３万人を超えた。 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

本県の基幹産業である農林水産業では、被災した生産者の経営再建と生産力の回復を進め

るとともに、農林水産物等の付加価値向上や認知度向上、多様な流通ルートの構築による熊

本ブランドの定着に向けた取組み（くまもとの赤のＰＲ、６次産業化、輸出など）等をさら

に加速することで、「競争力ある農林水産業の実現」を目指す。 

 また、本県では、発酵食品をはじめとするバイオ分野等に強みをもっており、産官学で連

携しながら、豊かな農産物や資源を活用した新事業の創出に取り組むとともに、製造品出荷

額の４割以上を占める半導体、輸送用機械、食品・医薬品・医療機器等関連産業等の更なる

集積や第４次産業革命ともいわれるＩoＴ、ＡＩ、ビッグデータを活用した新たなビジネス

の創出等を図る。 

 さらに、世界水準の「ナショナルパーク」の候補地として先行的、集中的な取組みを進め

る阿蘇くじゅう国立公園や、熊本空港、八代港などを核とした観光業や地域活性化に向けた

取組みを推進する。 

 甚大な被害をもたらした熊本地震を教訓とした災害に強い企業づくりに取り組みつつ、本

県の強みを生かした他の産業にも高い経済的波及効果をもたらす地域経済牽引事業を重点

的に支援し１日も早い熊本地震からの創造的復興を実現する。 

 

（２）経済的効果の目標 

１件あたり平均約１０１．５百万円の付加価値を創出する地域経済牽引事業を１８１件創

出し、これらの地域経済牽引事業が本県内で１．４倍の波及効果を与え、トータルで約２５，

７２０百万円の付加価値額を創出することを目指す。 

 約２５，７２０百万円は、本県の全産業の付加価値創出額（約２，４５０，０００百万円）

の１．０％となり、地域経済に対するインパクトは大きい。 

 また、ＫＰＩとして、地域経済牽引事業の平均付加価値額、地域経済牽引事業の承認件数

を設定する。 

【経済的効果の目標】 

 計画終了後 

地域経済牽引事業による付加価値創出額 ２５，７２０百万円 
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３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

（１）地域の特性の活用 

 「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点か

らみた地域の特性に関する事項」において、記載する地域の特性の活用戦略に沿った事業で

あること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

 事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の付加価値額の増加分が３６．６百万円（熊本県

の１事業所あたりの平均付加価値額（経済センサスー平成２４年活動調査））を上回ること。 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいず

れかの効果が見込まれること。 

①促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で１％増加すること 

②促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で１０％増加すること 

③促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で１％増加すること 

④促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で４％増加すること 

 

なお、（２）、（３）については、事業計画の計画期間が５年の場合を想定しており、それ

よりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 

 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

別添のとおり 

なお、以下の環境保全上重要な地域は存在していない。 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区 

・自然公園法に規定する国立公園・国定公園 

 

 

 

 

【任意記載のＫＰＩ】 

 計画終了後 

地域経済牽引事業の平均付加価値額 １０１．５百万円 

地域経済牽引事業の承認件数 １８１件 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみ

た地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

 ①本県の「くまもとの赤」等の特産物を活用した稼げる農林水産業分野 

②本県の阿蘇地域の山々や天草地域の海等の自然環境を活用した自然共生型産業分野（ア

グリ・バイオ・ヘルスケア等） 

③本県の半導体、輸送用機械、食品・医薬品・医療機器等の産業集積を活用した成長もの

づくり分野 

④本県のＢＰＯセンターやコールセンター等の産業集積を活用した情報通信関連分野 

⑤本県の阿蘇くじゅう国立公園等の観光資源を活用した観光・スポーツ分野 

⑥本県の熊本県産業技術センターや熊本県ＩｏＴ推進ラボ等のノウハウを活用した第４

次産業革命分野 

⑦本県の熊本地震で学んだ教訓を活用したＢＣＰ対策関連分野 

⑧本県の熊本空港や八代港、熊本港、熊本駅等の交通インフラを活用したまちづくり分野 

 

（２）選定の理由 

①本県の「くまもとの赤」等の特産物を活用した稼げる農林水産業分野 

  農業については、農業所得の向上に向けて、くまもとらしい新たな品種、いちご「ゆう

べに」、不知火類（デコポン）「肥の豊」、い草「涼風」などの開発、トップグレード米

の推進など品質の向上による「Ｐ：価格の上昇」、水田の汎用化や大区画化、耐候性ハウ

スの整備、温州みかんの隔年結果対策など「Ｑ：安定した生産量の確保」、農地集積の加

速化や大規模な地域営農組織の設立、選果場の再編整備など「Ｃ：コストの削減」等によ

り「Ｐ×Ｑ－Ｃ」の最大化に取り組んできた。 

その結果、平成２６年の農業産出額が３，２８３億円（全国６位）、生産農業所得が１，

１８６億円（同４位）となっている。品目別にみてみると、収穫量全国１位が７品目[ト

マト、すいか、不知火類(デコポン)、いぐさ、宿根カスミソウ、なつみかん、葉たばこ]、

全国２位が４品目[くり、トルコギキョウ、なす、しょうが]、全国３位が４品目[いちご、

メロン、カリフラワー、乳用牛]、全国４位に２品目[肉用牛（うちあか牛は第１位）、温

州みかん] など、全国的に上位を占める品目が数多くある。 

林業においては、県産木材需要を最大化させ成熟した資源を活かす林業を目指し、公共

施設等の木造化・木質化や木材の輸出、森林施業の集約化、路網整備等の推進による生産

性の向上、しいたけやたけのこ等特用林産物の施設整備等に取り組んできた。 

その結果、平成２６年林業産出額は１６５億円（全国８位）、生産林業所得は１１４億

円（全国第７位）となっている。木材生産については、スギ・ヒノキの生産量は全国４位、

特用林産物の生産量については、乾（ほし）しいたけ・たけのこが全国３位、竹材が全国

２位など、上位を占めている。 

水産業においては、くまもとの水産業の元気づくりの実現を目指し、持続的な漁業生産
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を支える漁場環境と生産体制の強化や流通改革を通じた売れる県産水産物づくり、漁業を

担う人材の確保と組織の強化、水産業を通じた地域の活性化等に取り組んできた。 

その結果、平成２６年漁業産出額は３４０億円（全国１３位）、うち、海面養殖業産出

額は２６９億円（全国６位）となっている。魚種別に、海面養殖生産量をみると、まだい・

ふぐ類が全国２位、くるまえびが全国３位、のり類が全国４位など、上位を占めている。 

農林水産業の更なる競争力の強化を目指し、生産振興に加え、トマト、すいか、あか牛、

マダイ、椎茸など「赤」をイメージさせる農林水産物の「くまもとの赤」ブランドとして

の商品開発やＰＲを進めている。併せて「くまもと県南フードバレー構想」との連携によ

るブランド力の向上や６次産業化、農業参入企業等によるアグリビジネスの展開、アジア

等への輸出による販路拡大などに取り組むことで、生産者の所得向上や担い手の確保等を

図る。 

なお、五十嵐水産有限会社は、鯛を養殖し、活魚または加工品の販売を行っており、直

近では、本県内で新たに開発した商品の加工施設の建設を予定している。 

 

②本県の阿蘇地域の山々や天草地域の海等の自然環境を活用した自然共生型産業分野（ア

グリ・バイオ・ヘルスケア等） 

本県は、阿蘇地域の山々や天草地域の海等の豊かな自然やこれらが育んだ米や大豆など

の地域資源を有することから、焼酎やみそ、醤油などの発酵食品をはじめとするバイオ分

野に強みを持ち、江戸時代から続く長寿企業や大学発のバイオベンチャーなど様々な企業

を輩出してきたほか、産・学・官が連携した取組みにより本県の地域ブランドでもある「球

磨焼酎」の酵母を開発するなど、様々な研究成果を創出してきた。 

その結果、平成２４年の本県製造業における製造品出荷額ベースで、焼酎１７，１１５

百万円（全国６位）、みそ２，１６２百万円（全国１４位）、醤油２，５８６百万円（全

国１４位）となっている。 

  また、このような自然環境に恵まれた熊本県民の平均寿命は、男性８０．２９歳（全国

４位）、女性８６．９８歳（全国４位）に対して、健康寿命は男性７１．７５歳（全国９

位）、女性７４．４０歳（全国２５位）となっており、その間をカバーする医療・介護の

対応が大きな課題となっている。 

  一方、本県では（株）えがおや（株）再春館製薬所などの地域企業が、本県の自然環境

を活用した食品・化粧品などのヘルスケア産業に取り組んでいる。 

さらに平成１８年度には県内の大学等の教育機関、公設試等産業支援機関、地方自治体、

県内企業等からなる「熊本県健康サービス産業協議会」（会員数約９０団体）が設立され、 

「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」として、大学や地元企業と連携して健康産業につ

ながるシーズの研究や事業の創出を推進しているところ。 

 その結果、平成２４年の本県におけるヘルスケア産業の事業従業者数は１０２，９６ 

４人、付加価値額は３９３，１０１百万円となっており、特に全産業における従業員構 
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成比は１６％（全国平均１１%）、付加価値構成比は１６%（全国平均１０%）であること 

から、本県は全国的にみてヘルスケア産業が盛んな地域である。 

かねてから、本県では、「強みとなる資源」を単に活用していくのではなく、複数の地

域資源の掛け合わせや人的・知的資源の活用等を通じて付加価値を増大させ、他地域には

ない、真に地域の「強みとなる産業」として、アグリ、バイオ、ヘルスケアのほか食品加

工、環境、水といった地域資源を核とした「自然共生型産業」を創出することを、県の基

本方針である「熊本復旧・復興４カ年戦略」において位置付け、地方創生の中核的な取組

みとして実施してきた。 

さらに、本県では、産・学・官に金融機関を加えた産学官金で「熊本県次世代ベンチャ

ー創出支援コンソーシアム」を組織し、自然共生型産業などの成長産業の創出につながる

起業家を発掘、育成する創業支援プログラム「熊本テックプランター」を実施するほか、

熊本大学と地場企業が連携して「自然共生型産業イノベーションセンター」を新設し、自

然共生型産業などの共同研究を進めている。 

また、地域課題解決の一環として、竹の総合利活用を通じたビジネスモデルの構築や、

家庭等から排出される廃食油等を原料としたバイオディーゼル燃料の普及促進の取組み

など、環境負荷を抑制する循環型社会等の構築を目指す新たな産業の成長が期待される。 

※熊本テックプランターでは、次世代ベンチャーコンテスト、ベンチャーのための勉強

会、交流会、投資プレゼンなどを実施している。 

 

③本県の半導体、輸送用機械、食品・医薬品・医療機器等の産業集積を活用した成長もの

づくり分野 

半導体関連産業については、昭和４２年の三菱電機(株)熊本第一工場が建設され、集積

回路の組立を開始したのが始まりで、昭和４４年に九州日本電気(株)（現：ルネサスセミ

コンダクタマニファクチュアリング(株)）が進出し、世界でもトップレベルの拠点工場と

なった。また、テクノリサーチパーク、セミコンテクノパークなどの工業団地を整備し、

東京エレクトロン九州(株)やソニーセミコンダクタ九州(株)（現：ソニーセミコンダクタ

マニュファクチャリング(株)）を始め多くの関連企業が立地するなど、半導体関連産業の

集積が進んだ。 

輸送用機械関連産業については、昭和４８年の日立造船(株)有明工場、昭和５１年の本

田技研工業(株)熊本製作所の進出を契機に、アイシン九州(株)、エイティー九州(株)、愛

三熊本(株)等の部品メーカーの進出により、地場企業を育成する形で産業集積が進んだ。 

また、本県では、平成１９年度に企業立地促進法に基づき以下の３計画を策定し、ほぼ

県内全域で半導体（電子部品等）、輸送用機械、食品・医薬品・医療機器等関連の産業集

積を図ってきた。 
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・くまもと半導体関連産業集積形成基本計画 

・くまもと輸送用機械関連産業集積形成基本計画 

・くまもと食品・医薬品関連産業集積基本計画  

その結果、平成２５年の本県製造業における製造品出荷額ベースで、半導体（電子部品

等）（１２．３％、２，９３７億円）、輸送用機械（１５．７％、３，７７７億円）、食

品・医薬品・医療機器等（１３．９％、３，３３１億円）を占め、これらの産業で本県製

造業の４０％以上（１兆４５億円）のシェアを有している。 

特に、半導体は、ＩｏＴやＡＩ等の発展に伴い、自動車や産業用機械分野での活用が見

込まれ、今後大きな成長が期待される。 

今後も、これらの強みを生かして、関連企業の誘致を促進し域内外の取引拡大を推進す

るとともに、半導体や輸送用機械等の産業集積により培ってきた高い技術力を活用し、高

付加価値なニッチトップ事業の創出を図っていく。 

なお、株式会社三井ハイテックは、半導体パッケージに使われるリードフレームを製造

しており、直近では、本県内でのリードフレームの生産能力を令和２年（２０２０年）内

まで段階的に３倍にする生産工場の建設を行っている。 

井和工業株式会社は、半導体製造装置で、金属等を腐食する薬品を使用する工程で用い

る合成樹脂部品を製造しており、直近では、本県内で工場の増築を予定し、生産能力を現

在の１．７倍にすることを計画している。 

不二ライトメタル株式会社は、マグネシウム合金を素材にした医療機器の研究開発を行

っており、直近では、本県内に生体吸収性スキャフォールド（体内で溶けて消失する次世

代のステントのこと）の材料として適応するマグネシウム合金素材の生産工場の建設を予

定している。 

ＳＵＳ株式会社は、半導体製造装置のアルミフレーム筐体（外装）を製造しており、直

近では、本県内で筐体の部材加工と組立を行う工場の建設を予定している。 

株式会社エイチ・ピー熊本プロダクツは、自動車の内外装部品の成形・組立を行ってお

り、直近では、本県内で新車種向けのレジスターと呼ばれるエアコンの風の吹き出し口な

どを製造する工場の建設を予定している。 

倉敷紡績株式会社は、半導体製造装置の金属に使えない薬品を使用する工程で用いる機

能樹脂製品を製造しており、直近では、本県内での生産能力を約１．８倍にする生産工場

の建設を予定している。 

櫻井精技株式会社は、国内家電メーカー向けを中心に省力化自動機等を設計・製造して

おり、直近では、本県内で自動車の車載関連製品の組立工場の建設を行っている。 

 

④本県のＢＰＯセンターやコールセンター等の産業集積を活用した情報通信関連分野 

  本県においては、九州新幹線の全線開業を踏まえ、中心市街地の活性化、拠点性向上等

に向け、インセンティブ策として補助制度を設け、オフィス系企業の誘致に取り組んでい
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る。 

  その結果、平成１８年のソフトバンク（株）のインターネットサポートセンターの立地

後、ＢＰＯセンター（Business Process Outsourcing、事務オペレーションセンター）や

コールセンター、ＩＴ企業等の県外資本のオフィス系企業が立地し、熊本市を中心に情報

通信関連の産業集積が進んでいる。 

本県に進出した企業２０社で、既に４，０００人を超える雇用を生み出し、雇用創出の

ほか、新たなオフィス需要の創造、オフィスが立地する地域の活性化に寄与している。 

さらに、企業の財務経理、人事業務などのＢＰＯサービスをグローバルに展開するアク

センチュア(株)や(株)ビジネスブレイン太田昭和など主要企業数社が国内の拠点として

本県に事業所を開設しており、オフショアからニアショアへの動きなども踏まえ、本県の

更なる拠点性向上が期待されている。 

特に、雇用に関しては、平成１８年度以降企業誘致に伴う総雇用者のうち、約３割をオ

フィス系企業が占め、事務系人材の雇用の受け皿となっている。全国及び本県とも、有効

求人倍率が１を超え、人手不足の状況が続く中、本県の事務的職業の有効求人倍率は１を

下回っており、事務系人材の供給の可能性とともに、雇用の場としてオフィス系企業の立

地が求められていることを示している。 

  九州の中央に位置し、またアジアに近接している地理的優位性、人材供給の強み、さら

に現在の集積効果を活かし、関連企業の誘致や地場企業との連携を促していくとともに、

熊本市ほか他地域への立地も促し、県全体の事務系人材の雇用の創出及び地域経済の活性

化を図っていく。 

 

⑤本県の阿蘇くじゅう国立公園等の観光資源を活用した観光・スポーツ分野 

本県には、熊本城、世界文化遺産に登録された万田坑や三角西港及び登録の候補地であ

る﨑津集落、日本遺産に認定された人吉球磨地域や菊池川流域、ユネスコ無形文化遺産に

登録された八代妙見祭をはじめとした県内各地域の観光資源がある。 

本県の観光統計によると、観光客総数は約６千万人（平成２７年）で１０年前の約６．

２千万人（平成１８年）と比較すると若干減少している。 

一方、延べ宿泊客数は約７２０万人（平成２７年）となり、１４年ぶりに７００万人を

超えた。特に、外国人宿泊客については、約６４万人（平成２７年）となり、１０年前の

約３０万人（平成１８年）と比較すると２倍以上となっている。 

阿蘇くじゅう国立公園は、平成２８年７月に国内８つの国立公園が選定された「国立公

園満喫プロジェクト」に採択され、世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化を

図っていくこととしており、インバウンドを含む交流人口の拡大に向け、草原や景観を活

用したトレッキングコースの整備や上質感のある宿泊施設の誘致、アクティビティーの開

発や施設の整備など、観光拠点づくりについて、関係機関と連携して取り組んでいく。 

とりわけ、２０１９女子ハンドボール世界選手権大会（見込み客数約３０万人）、ラグ
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ビーワールドカップ２０１９（見込み客数約１０万人）、２０２０年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会（招致活動中）等の国際スポーツ大会等や地域に根ざしたスポー

ツ・健康増進に向けた取組み等により、インバウンドや交流人口の増が見込まれるため、

県内各地域の資源を最大限に活用し、宿泊業、飲食業及び物販業など経済波及効果の高い

観光産業の活性化を図る。 

 

⑥本県の熊本県産業技術センターや熊本県ＩｏＴ推進ラボ等のノウハウを活用した第４

次産業革命分野 

第４次産業革命とも呼ばれる、ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータの活用等はビジネスや社会

の有り方そのものを大きく変えると言われており、本県でもこのＩｏＴ技術等による産業

構造変革への対応は喫緊の課題となっている。 

このため、本県では「熊本県産業振興ビジョン２０１１」において社会・システムフォ

レストの形成推進（社会・システム関連分野の集積）を図ってきたところ。 

本県では、産業技術センターを地域の技術開発拠点と位置付け、ＩｏＴ設備や技術の蓄

積を行っており、例えば、製品の試作・開発を行う試験研究設備のネットワーク化や県内

企業技術者育成のための講習会を実施し、年間約３０件程度のＩｏＴ技術相談に対応して

いる。平成２９年度においてもＩｏＴ技術を活用した３Ｄものづくりの基盤整備を行うこ

ととしているほか、県内企業からの技術研修生数名を受けいれているところ。 

また、本県では、平成１９年度に県内の大学・高専等教育機関、公設試等産業支援機関、

地方自治体、県内で活動する社会・システム関連産業の団体（４３者）からなる「熊本県

社会・システムＩＴコンソーシアム」を立ち上げ、ＩｏＴ，ＡＩ関連産業を含めて、関係

団体等との連携・交流支援、普及啓発や情報の収集・発信、人材育成支援等に取り組んで

いる。 

さらに、熊本県ＩｏＴ推進ラボとして、一般社団法人熊本県情報サービス産業協会や一

般社団法人熊本県工業連合会などの業界団体の参画も得て、外国人留学生を中心とした１

００人を目標とするネットワークを立ち上げ、地場企業と連携してＩｏＴに関する課題解

決等を目指す取組みを実施している。 

このように本県では、第４次産業革命に対し、情報サービス産業及び製造業の企業、支

援機関等と連携して取り組む素地ができている。これらのリソースを生かし、ビジネスア

イデアの発掘から事業化まで一貫して支援を行い、新事業創出に繋げていく。 

 

⑦本県の熊本地震で学んだ教訓を活用したＢＣＰ対策関連分野 

熊本地震による「製造業」「商業・サービス業」「観光業」の建物・設備などの直接被

害額は８，２００億円と推計されるなど、県内の多くの企業・事業者は今般の熊本地震に

より甚大な被害を受けた。特に、製造業では、自動車関連や半導体関連の多くの企業で工

場や設備が被災し、県内部品メーカーの操業停止によって生じたサプライチェーンの寸断
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は、全国の企業活動にも影響を及ぼした。 

本県では、平成２６年度に損害保険会社、商工関係団体とＢＣＰに関する協定を締結し、

ＢＣＰ策定支援セミナーや専門家（２名）による個別支援（７社）などを行ってきた。 

しかしながら、県内のＢＣＰ策定率が、大企業の約７割に対して、中小企業は約１割に

とどまっていること。また、サプライチェーンを維持するためには、自社の復旧に加え、

部材調達を含めて、サプライチェーン全体の早い復旧が重要であり、個々の企業のみのＢ

ＣＰ対策だけでなく、企業間、地域間で連携していく必要があることなど、熊本地震を経

験して、改めてＢＣＰ対策の見直しが急務であるとの教訓を得た。 

こうした熊本地震で学んだ教訓を踏まえ、災害の記憶が鮮明なさなかの平成２９年度か

ら新たに中小企業を支援する商工会や商工会議所、金融機関等の団体の職員を対象とした

ＢＣＰ策定支援サポーターの養成（約６０名）や、ＢＣＰの実効性を高めるための訓練（４

回）、熊本地震から早期に事業再開できた事業者による事例発表（３回）等を行うなど、

ＢＣＰの周知や策定推進に取り組み始めている。 

本県では、ＢＣＰ策定支援サポーターやＢＣＰに関する専門家、熊本地震から早期に事

業再開できた事業者のノウハウを、ＢＣＰの見直しを実施する事業者に活用を促すこと

で、迅速かつ的確なＢＣＰ対策の実現を促進する。 

ひいては、企業の信頼性を高め新たな販路や取引先の開拓・拡大、県外企業の誘致を促

進し、付加価値を創出していく。 

 

⑧本県の熊本空港や八代港、熊本港、熊本駅等の交通インフラを活用したまちづくり分野 

熊本空港は、昭和４６年に開港し、熊本市中心部から東へ１８ｋｍに位置している。 

平成２４年には国内線ターミナルビルをリニューアルするなど機能強化を図り、平成２

７年度の熊本空港乗降客数は約３２３万人、貨物取扱量は約１．６万トンとなっている。 

また、熊本空港の周辺地域は、空港や益城熊本空港インターチェンジ（以下、「ＩＣ」

という。）等の交通結節点や先端産業の企業等の集積があり、熊本都市圏のベッドタウン

としても人口が増加するなど発展してきた地域である。本県では、熊本地震により甚大な

被害を受けた熊本都市圏東部地域の復興のグランドデザインとして「大空港構想

NextStage」を策定し、コンセッション方式により更に拠点化が期待される熊本空港を創

造的復興のシンボルとした空港周辺の活性化を図ることとしている。 

・熊本空港からの空路（平成２９年６月現在） 

東京（２０便／日）へ９０分 

大阪（１０便／日）へ６５分 

名古屋（６便／日）へ７５分 

沖縄（１便／日）へ９０分 

天草（１便／日）へ２０分 

ソウル（４便／週）へ９０分 
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高雄（３便／週）へ１５０分 

香港 運休中 

八代港は、九州の中南部地域に立地する企業や様々な産業の物流拠点として重要な役割

を果たしており、本県の貿易総額の４５％を取り扱っている。 

また、平成３０年４月には大型ガントリークレーン設置を含む新たなコンテナターミナ

ルが供用開始され、八代港の貨物量増大や新規航路開設等が期待されている。 

さらに、八代港が所在する八代市においては、企業立地促進法に基づく基本計画（「八

代市港湾利用・物流拠点型産業集積形成基本計画」）を策定し、港湾利用型企業の集積及

び港湾施設の利便性向上に対する各種支援を実施してきたところ。八代港は、今後クルー

ズ船運航の世界大手と連携して、国際クルーズ拠点を目指し、クルーズ船専用岸壁（耐震

強化）、大型バス駐車場等、ＣＩＱ機能を持つ旅客ターミナル及び集客施設等の整備が見

込まれていることから、今後策定を予定している「やつしろ物流拠点構想」と連動を図り

ながら、八代港の国際競争力を高め、熊本港とともに観光や物流など立地特性を生かした

産業振興を図っていく。 

その他、九州縦貫自動車道は福岡から鹿児島・宮崎を結び、ＮＥＸＣＯ西日本の高速道

路データ集２０１４（区間：門司～えびの、えびのＪＣＴ～鹿児島）によると、１日の利

用交通量が２５万台ある九州の縦軸の骨格幹線道路であり、県内各ＩＣや近年県内各地で

整備が進んでいるスマートＩＣ（宇城氷川スマートＩＣ、城南スマートＩＣ等）周辺では、

物流拠点としてのポテンシャルも高いことから、企業の集積を図っていく。 

さらに、熊本市中心部では、本県の陸の玄関口である熊本駅周辺地区の再整備や桜町再

開発事業によるバスターミナルの整備が進められており、都市再生の核としての利便性の

向上や県央交通の結節点としての機能強化等により、観光交流や交流人口の拡大が見込ま

れる。 

今後、更なる拠点化が見込まれる交通インフラの持つ人流・物流機能を最大限に活用し、

その立地特性を生かして周辺地域に産業の集積や観光拠点などのまちづくりを促進して

いく。 
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６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点か

らみた地域の特性に関する事項」において記載した地域の特性を生かして、地域経済牽引事

業を支援していくためには、地域の事業者のニーズをしっかり把握し、適切な事業環境の整

備を行っていく必要がある。方針としては、設備投資への減税措置の創設、公共データの民

間開放、事業者の相談窓口の設置に加え、地方創生関連施策などの国の支援策も積極的に活

用していく。 

 

（２）制度の整備に関する事項 

①不動産取得税、固定資産税の減免措置の創設 

県内において、活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、不動産取

得税、固定資産税（一部市町村を除く。）の減免措置に関する条例を制定する。 

なお、本減免措置については、同意日から起算して５年以内に対象施設を設置した者に

限る。 

②地方創生推進交付金の活用 

基本計画の計画期間内において、地方創生推進交付金を活用し、農林水産業分野、自然

共生型産業分野、成長ものづくり分野、第４次産業革命分野、観光・スポーツ分野、ＢＣ

Ｐ対策関連分野において、設備投資支援等による事業環境の整備や、販路開拓の強化等を

実施する予定。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

 ①各種統計データの情報公開 

  国勢調査等の各種統計データを活用しやすい形にして県ホームページ上で提供する。 

②公設試が保有している技術関係の情報公開 

  熊本県産業技術センターが実施している研究内容について、研究報告書、業務報告書、

事業計画書等をホームページ等で公開することにより、技術関係の情報公開を行う。 

③熊本県ＩｏＴ推進ラボによる新たな製品・サービスの創出 

熊本県ＩｏＴ推進ラボでは、県内の外国人留学生等をネットワーク化し、母国の文化や

習慣を踏まえた多様なビジネスアイデアを出してもらうこととしている。そこで出された

アイデアを糸口に、地場の中小企業と連携しながら、ＩｏＴやＩＴを活用した新たな製品

やサービスの創出につなげる。 

上記を進めるにあたり、熊本県個人情報保護条例に基づいて適切な保護等の処理を行う

ものとする。 

  

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 
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①県及び各市町村に本制度に関する相談窓口及び事業者からの提案を受け付ける専門窓

口を設置し、必要に応じて首長にも相談した上で対応することとする。 

  

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①市町村及び県の緊密な連携 

  土地利用調整計画や不動産取得税の減免をはじめとして、地域経済牽引事業に関する手

続については、市町村と県が緊密な連携と適切な役割分担を図り、事業者に対してきめ細

やかな対応を図る。 

②事業開始後の支援継続 

地域経済牽引事業の促進の目的は、継続的に事業が実施されることで、他の事業者を含

めて地域に波及効果をもたらすことである。 

このため、事業期間中は継続的なフォローアップを実施し、新たな課題等に迅速に対応

していく。 

③事業承継支援 

  地域経済牽引事業の促進に当たっては、地域経済牽引事業の直接の実施主体である企業

のみならず、取引先や関連企業が安定して事業を継続することが不可欠。 

 後継者問題等によって、これらの企業の事業継続が困難になることがないよう熊本商工

会議所を地方事務局とする「事業承継ネットワーク」により情報発信や適切な支援機関へ

の取り繋ぎを行う。 

④人材育成・確保支援 

 地域経済牽引事業の促進に当たっては、事業者がどのような人材を求めているのかを事

前に把握し、国や県の施策の活用を図りながら、地元大学等と連携して最適なプログラム

の作成や研修等を行い人材の育成に努める。 

 また、「熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点」や「熊本県ＵＩＪターン就職支援セ

ンター」と連携して、首都圏等に在住する人材の獲得を支援する。 

⑤道路、港湾、空港等のインフラ整備との連携 

  地域経済牽引事業を促進するに当たっては、広域的な視点も踏まえ、国との適切な役割

の下、道路、港湾、空港等社会資本に関する整備計画との連携を図られるよう情報提供等

に努める。 

 ⑥地域が一体となった事業継続計画の策定 

  地域経済牽引事業を促進するに当たっては、様々な災害リスクへの対策が必要である。 

研修会やアドバイザーの派遣による事業継続計画の策定支援や企業間、地域間連携によ

る、有事の際の事業継続の実現に向けた取組みを推進する。 
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（６）実施スケジュール 

取組事項 平成２９年度 

（初年度） 

平成３０年度・・・・ 令和５年度 

（２０２３年度） 

（最終年度） 

【制度の整備】 

①不動産取得税、固

定資産税の減免措

置の創設 

9～12月 条例案提

出・審議  

各議会終了後、条例

施行、受付開始 

運用 運用 

②地方創生推進交

付金の活用 

 

9～12月 市町村・

県議会審議 

12月 地方創生推

進交付金の交付決

定、事業開始 

運用 運用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】  

①各種統計データ

の情報公開 

運用 運用 運用 

②公設試が保有し

ている技術関係の

情報公開 

運用 運用 運用 

③熊本県ＩｏＴ推

進ラボによる新た

な製品・サービスの

創出 

10月～ 

事業開始 

運用 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談窓口、専門窓

口の設置 

基本計画策定後、速

やかに設置 

運用 運用 

【その他】 

①市町村及び県の

緊密な連携 

基本計画策定後、速

やかに実施 

運用 運用 

②事業開始後の支

援継続 

事業計画承認後、速

やかに実施 

運用、必要に応じてフ

ォローアップ調査 

運用、必要に応じて

フォローアップ調

査 

③事業承継支援 

 

8月～12月  

事業承継ﾈｯﾄﾜｰｸの

構築、連絡会議 

運用、必要に応じて関

係機関との意見交換

会の実施 

運用、必要に応じて

関係機関との意見

交換会の実施 
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④人材育成・確保支

援 

運用 運用、必要に応じて関

係機関との意見交換

会の実施 

運用、必要に応じて

関係機関との意見

交換会の実施 

⑤道路、港湾、空港

等のインフラ整備

との連携 

運用 運用 運用 

⑥地域が一体とな

った事業継続計画

の策定 

基本計画策定後、速

やかに実施 

運用、必要に応じて関

係機関との意見交換

会の実施 

運用、必要に応じて

関係機関との意見

交換会の実施 
 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

 県内関係者が一体となって地域経済牽引事業を促進していくためには、地域の支援機関

が連携し、それぞれの能力を最大限に発揮し、事業者の事業段階に応じて適切な支援を行っ

ていく必要がある。このため、事業者への支援方法や支援機関同士の連携のあり方などにつ

いて、地域経済牽引事業促進協議会等で一堂に会し意見交換等を行うことで、各支援機関の

強みを生かしたより効果的な支援につなげていく。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

①技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進 

〇熊本県産業技術センター 

 熊本県産業技術センターは、産業技術及び農林水産物の加工に関する研究開発、指導及

び支援、並びに適正な計量の実施の確保を行い、もって県内産業の振興を図ることを目的

として熊本県が設置した技術支援機関。 

バイオテクノロジー、エレクトロニクス、新素材などの先端技術から公害防止、省エネ

ルギー、生産管理、農産加工といった身近な技術まで、熊本の地域に根ざした研究開発や

技術指導などの種々の活動を通じて、地域企業の技術力向上の支援を行っている。 

 

〇国立大学法人熊本大学 

  熊本大学は、昭和２４年に設置された国立大学で、現在７学部（文学部、教育学部、法

学部、理学部、医学部、薬学部、工学部）８研究科（教育学研究科、社会文化科学研究科、

自然科学研究科、医学教育部（修）、医学教育部（博）、保健学研究部、薬学教育部、法

曹養成研究科）からなる総合大学。その他、人文社会科学研究部、先端科学研究部、生命

科学研究部の大学院や発生医学研究所、パルスパワー研究所、先端マグネシウム国際研究

センターなどの特色ある研究センター、地域の水資源や防災・地域デザインを研究するく

まもと水循環・減災研究教育センター、エイズ学研究センター、永青文庫研究センター等
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の学内共同教育研究施設を有する。また、国際先端医学研究機構および国際先端科学技術

研究機構では世界最先端の研究者を結集し国際的にも先端の研究を実施している。これら

の研究・教育環境で地域における研究中枢的機能及び指導的人材の養成機能を果たし、世

界に開かれた情報拠点として、世界に向けた学術文化の発信に努めることにより、地域の

産業の振興と文化の向上に寄与している。 

  高度な学術研究の中核として、最先端の創造的な学術研究や、総合大学の特徴を活かし

て、人間、社会、自然の諸科学を総合的に深化させ、学際的な研究を推進している。 

 

〇公立大学法人熊本県立大学 

  熊本県立大学は、本県唯一の公立大学であり、現在、文学、環境共生、総合管理の３学

部と３研究科からなる。人文・社会・自然の学問の三分野を覆う総合的な大学として、学

際的な方法による総合的な知識の形成と学問の創造を目指している。 

  「地域実学主義」を教育理念とし、「理論を現場に学ぶ」体験的、実践的学修方法であ

るフィールドワークや地域課題解決と教育を結びつけた地域づくりキーパーソン育成プ

ログラム「もやいすと」など、現場に学び実践力を育むための教育を展開している。また

自治体・企業等と「包括協定」を締結し、各研究室において、共同研究などに取り組んで

いる。 

 

〇学校法人君が淵学園 崇城大学 

崇城大学は、昭和４０年に熊本工業短期大学として設置され、現在５学部３研究科から

なる理系総合大学。豊かな人間性と「いのちとくらし」に関する高度な専門性を有する人

材を育成し、人物及び技能の両面を通して、「いのちとくらし」の各専門分野における革

新と貢献を目指している。  

 崇城大学では産学連携を推進しており、衝撃超高圧の先端的技術開発や世界最小・最軽

量のバッテリー開発等のエネルギーエレクトロニクス、有機薄膜やバイオテクノロジー、

"ガン撲滅"をテーマにしたライフサイエンスなど、幅広い分野で企業等との共同研究に取

り組んでいる。また、地域コミュニティブランド（ＳＣＢ）手法を活用した地域活性化・

地域情報化、コミュニティビジネスの創発、起業支援、災害復興支援としての廃棄ガラス

繊維強化プラスチックの完全リサイクルの研究、地場産品のデザイン開発など、多様な地

域課題についても、自治体や地元企業等と連携しながら取り組みを行っている。 

 

〇学校法人東海大学熊本キャンパス 

  東海大学は、昭和４８年に開校し、現在３学部５研究科。昭和５５年には阿蘇校舎に農

学部を開設し、農学部では全国初のモニター農家制度を発足した。 

科学技術の進歩と産業構造、生活様式の変化に、工学・農学の研究面で貢献しようと、

産業技術研究所及び総合農学研究所を設立し成果の公開発表を行うとともに、平成１８年
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３月に熊本県農業研究センターと包括学術交流協定を締結し、農業分野における共同研究

や研究員の交流を進めている。 

 

②市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進 

〇公益財団法人くまもと産業支援財団 

  くまもと産業支援財団は、平成１３年に３つの財団を統合し「くまもとテクノ産業財団」

として設置。中小企業をはじめとする地域産業の総合的な振興発展、活力ある経済社会を

構築することを目的としている。 

県内中小企業等への経営相談・指導事業、新事業展開支援事業、ビジネスマッチング事

業、国等の研究開発事業化支援事業等を実施している。 

 

〇一般社団法人熊本県工業連合会 

 熊本県工業連合会は、平成７年に設立、平成２２年に一般社団法人へ移行し現在３３４

の企業会員と１７の団体会員からなる。県内工業界の力を集結して共通課題の解決にあた

り､工業の振興とともに地域社会の発展に貢献することを目的としている。 

会員相互が最新情報を交換するグループ活動、トップマネジメントセミナーや社員研

修、産学連携セミナーなどを実施している。 

 

〇熊本県商工会連合会 

  熊本県下の４９の商工会の連合組織で、各商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく

会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う。 

また、国や都道府県の小規模企業施策（経営改善普及事業）の実施機関でもある。 

 経営指導員が常駐しており、経営・金融・税制・労働など経営全般にわたって、地域企

業のサポートを実施している。 

 

〇熊本県商工会議所連合会 

熊本県下９の商工会議所の連合組織で、各商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表

し、商工業の振興発展に努めて、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。   

  経営指導員による経営相談や公的融資制度の斡旋、創業支援、会員ニーズに即したセミ

ナー・講演会を実施している。 

 

〇熊本県中小企業団体中央会 

熊本県中小企業団体中央会は、昭和３０年に設立し、中小企業等協同組合法により中小

企業の組合等を会員として設立された団体。 

中小企業の連携組織化を支援し、組合並びに中小・小規模事業者向けの各種講習会の開

催、経営の効率化等に向けた専門家の派遣、中小企業の労働事情や、組合の実態、業界の
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景況調査・情報提供、販路開拓支援を実施している。 

 

④資金の融通の円滑化 

○熊本県信用保証協会 

熊本県信用保証協会は、信用保証をもって中小企業金融の円滑化を図る公的な保証機関

で、昭和２４年に設立。中小企業が銀行その他の金融機関から融資を受ける際の債務保証

や、財務診断や経営相談といった経営支援を実施している。 

特に、地域未来投資促進法第１８条に基づき、地域経済牽引事業に対しては普通保険等

を別枠で追加するとともに、保証枠の拡大を措置する。 

  

○株式会社肥後銀行 

  株式会社肥後銀行は、県内外に１２２店舗を有する地方銀行で、大正１４年に肥後協同

銀行として創設。平成２７年度には、盤石な経営基盤の確立と新たな地域密着型ビジネス

モデルの創造を目的に、鹿児島銀行と共同株式移転による持株会社「九州フィナンシャル

グループ」を設立。 

  長期的な取引関係により得られた情報を蓄積、活用し、貸出やコンサルティング等の機

能を強化しながら、安定的な資金の貸し付けを実施している。 
  

○株式会社熊本銀行 

  株式会社熊本銀行は、県内外に７０店舗を有する地方銀行で、昭和４年に設立。平成１

９年に福岡銀行との共同株式移転で設立した株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

の一員として、主に本県内を中心に高度かつ多様な金融サービスを提供。 

取引先のニーズに応じたオーダーメード型の多様な資金調達メニューにより幅広い資

金調達ニーズに対応している。 

 

⑤技術者育成等 

○熊本県立技術短期大学校 

  熊本県立技術短期大学校は、産業構造変革の時代が求める優れた人材を育成するため

に平成９年に設立。「実学融合」の理念に基づく実践的なカリキュラムや最新鋭の設備・

機器、さらには産業界や学界など多方面から集められた指導スタッフをはじめとする組

織体制など、実践力に富む人材を育成するための万全のシステムを整えている。 

技術革新によるME（マイクロエレクトロニクス）化、情報化などに対応できる高度な

技術及び知識を兼ね備えた実践技術者を育成し、県内企業に人材を供給している。 
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８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

地域経済牽引事業の実施にあたっては、環境基本法等の環境保全関係諸法令に基づき、公

害の防止はもとより、可能な限り自然環境に影響を与えないように環境保全に十分配慮する

とともに、エネルギー利用の効率化、健全な水循環機能の保全、適切なリサイクル・廃棄物

処理等によって、温室効果ガスの排出削減を図り、大気環境、水環境、土壌環境等への負荷

をできる限り増加させないように努め、「熊本県環境基本条例」、「熊本県環境基本指針」、「熊

本県環境基本計画」等との整合を図り、「環境立県くまもと」の実現に寄与する。 

また、地域住民の理解が得られるよう、必要に応じて地域住民等への説明会を開催するほ

か、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭を防止するため、事業者と市町村等が環境保全

協定を締結するなど、環境の保全に取組む。 

環境保全上重要な地域内での整備の実施に当たって、直接或いは間接的に影響を与えるお

それがある場合は、自然環境部局と十分調整を図りつつ、専門家の指導・助言を踏まえて、

それらの保全が図られるよう十分配慮して行う。 

なお、本基本計画は公園計画との整合を図り、地方環境事務所および本県の自然環境部局

との調整を行ったうえで策定したものである。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

本県においては、平成１７年に制定した「熊本県犯罪の起きにくい安全安心まちづくり条

例」や、「犯罪の起きにくい安全・安心まちづくり基本方針」により、県、市町村、県民及

び事業者が相互に連携し、一体となった取組みを進めている。 

本基本計画に基づき、地域経済牽引事業を実施するに当たって、犯罪及び事故の防止並び

に地域の安全と平穏を確保するため、次のことを推進する。 

①防犯設備の整備 

地域住民が、事業所及びその付近において、犯罪被害に遭わないようにするために、事

業所の敷地内外において、防犯カメラの設置、照明の設置等の防犯に配慮した環境の整備

を行う。 

②防犯に配慮した施設の整備・管理 

道路、公園、工場等における植栽の適切な配置や剪定により、見通しを確保するほか、

夜間において公共空間や空き地がたまり場等になり地域住民に迷惑を及ぼす行為に利用

されないように管理を徹底する。 

③従業員に対する防犯指導 

従業員に対して法令の遵守や被害の防止について指導するほか、外国人の従業員に対し

て、日本の法制度について指導する。 

④地域における防犯活動への協力 

地域住民等が行う防犯ボランティア活動等に参加するほか、これに対して必要な物品、

場所等を提供するなどを推奨する。 
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⑤不法就労の防止 

事業者が外国人を雇用しようとする際には、旅券等により、当該外国人の就労資格の有

無を確認するなど、事業者や関係自治体において必要な措置をとる。 

⑥地域住民との協議 

事業者又は関係自治体が基本計画に基づき地域経済牽引事業を推進するための措置を

実施するにあたってはあらかじめ地域住民の意見を十分に聴取する。 

⑦警察への連絡体制の整備 

犯罪又は事故の発生時における事業者から警察への連絡体制を整備する。 

 

（３）その他 

 ＰＤＣＡ体制の整備等 

 毎年、地域経済牽引事業促進協議会を開催するなど、基本計画と承認事業計画に関するレ

ビューを行い、効果の検証と事業の見直しを実施する。 

 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

（１）総論 

（農地及び市街化調整区域の範囲） 

【重点促進区域】 

（合志市）フレッシュ工房・NAS：地図上の位置 7-B 

御代志字高良木 499-3、501-1 

 重点促進区域の区域内においては、市街化調整区域が存在しているため、当該地域にお

いて地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調整計画を策定する必要がある。 

なお、本区域は現在、株式会社フレッシュ工房の駐車場として使用されている。 

 

（地区内における公共施設整備の状況） 

御代志地区においては、合志市役所西合志庁舎、御代志市民センター、合志市西合志図

書館、合志マンガミュージアム（旧西合志郷土資料館）といった公共施設が立地している。 

これらは全て整備済みであり、平成 30年度の市庁舎統合に伴う西合志庁舎の新たな利活

用に向けた改修計画はあるものの、新たに公共施設整備を行う必要はなく、また、電気、

ガス、水道等のインフラ設備の整備を行う必要もない。 

 

（地区内の遊休地等の状況等） 

重点促進区域の区域内においては、合志市で実施している遊休地の調査において、遊休

地（未決定面積）は把握されていない。 

 

（他計画との調和等） 

市街化調整区域である合志市御代志字高良木 499-3、501-1については、「合志市都市計
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画マスタープラン（2008）」において “身近な里山や河川などの自然や、豊かな農地の保

全と活用を図っていく”ことが必要な地域であり、“優良農地や農村集落については、農地

及び良好な住環境の維持・保全を図りつつ、地域住民の生活利便の向上”を進め、同区域

を通る“産業促進軸については、沿道及び周辺に立地する企業活動を促進するための機能

強化”を図ることとされている。 

今般、当該区域においては、合志市都市計画マスタープランとも整合のとれた「未来型

農産業の拠点」を整備する予定としている。「未来型農産業の拠点」は、熊本県における農

業・農産業の「知」及び「技」に係る機能を集約し、次世代型の「稼ぐ農業」を実現する

ための施設である。同拠点においては、地域農産物の選果加工のほか、新規就農等の創業

促進、新技術の活用等を通じた農業振興に取り組むこととしており、従来型にはない、稼

ぐ農業を実現による地域活性化を目指している。 

「未来型農産業の拠点」整備は、地域資源である優良農地の維持・保全を図りつつも、

新たな地域農業の振興に寄与するための地域経済牽引事業の用に供されるものであり、こ

れらの方針と調和したものである。 

 

（２）土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 

該当なし 

 

（３）市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 

（立地条件） 

本区域においては、九州自動車道の植木インターチェンジや 2019年 3 月の完成を目指す

北熊本スマートインターチェンジの近傍であり、大津植木線バイパスや中九州横断道路等

の接続もあり、熊本・福岡都市圏へのアクセス環境に長けている。 

また本区域には、地域農産物の加工（カット製造、パック詰め）を行う株式会社フレッ

シュ工房や植物工場事業にも取り組む株式会社エヌエーエスコーポレーションといった自

然環境を活用した自然共生型産業が立地している。 

今般整備予定の「未来型農産業の拠点」は共同加工場及び農業版コーポラティブオフィ

スからなり、地域農産物の選果加工、新規就農等創業支援、新たな農産業技術の研究開発

等、地域の農業・農産業の振興に資する事業を実施することとしており、同拠点の整備及

び同拠点での各種事業の実施に起因して、周辺における市街化を促進・誘発するおそれは

ない。 

当市は総面積の約 9割が市街化調整区域となっており、開発行為に対しての制限が強い。

1 割程の市街化区域においては住居系の活用が 9 割超と、足もとで人口流入が続く当市の

市街化区域内で開発を実施するのは困難な状況である。また、基幹産業である農業の振興

を主たる目的としている共同加工場では、地域農家から農産物を集荷し、運搬、選果加工

等の作業を行うこととなり、その点においては農業用地が多く集まる市街化調整区域内で

の実施が適している。加えて、「未来型農産業の拠点」に関連する既存工場も近接しており、

事業者間の連携強化による効率化並びに相乗効果の発揮が見込まれる。 

以上のことから、本区域において整備を予定する「未来型農産業の拠点」については、

原料となる農産等の生産地の近傍にあり、既存関連工場に近接しているほか、流通の結節

点である高速植木インターチェンジ、北熊本スマートインターチェンジの近傍にも立地す
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る食品加工工場及び研究施設であり、立地条件は適当である。 

 

（対象施設） 

上記立地条件や当市が有する地域特性及びその活用戦略である「稼ぐ農業」の実現を通

じた地域活性化の趣旨を踏まえると、本区域における以下の施設については、本市農業と

の健全な調和を図りつつ、機能的な都市活動を行うためのものであり、事業の性質上、農

業用地が多く集まる市街化調整区域内での実施が適当であるとともに、その周辺において

むやみに市街化を促進するようなものではなく、立地の必要性を認めることができる。 

〇「未来型農産業の拠点」においては、以下のような事業を通じて、「稼ぐ農業」を実現し、

地域農業の振興ひいては地域経済・産業の活性化を図ることとしている。 

（1）地域農産物の共同加工場（基本方針の第一へ(3)②における（ⅰ）高速自動車国道、

鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資

本等の近傍に立地する食品関連物流施設、植物工場、生体材料の研究施設及び工場に

限る） 

・主婦、高齢者、障がい者等の地域雇用 

・農家の作業負担軽減を通じた耕地面積の拡大及び農家所得の向上 

（2）農業版コーポラティブオフィス（基本方針の第一へ(3)②における（ⅱ）医薬品又は

食品の原料又は材料として使用される農林水産物等の生産地等及び現に試験研究の用

に供されている試験研究施設等の近傍に立地する研究施設及び工場に限る） 

・高収益・高付加価値農産物に係る研究開発及び試験栽培 

・先端技術を用いた、農業関連の高機能生産設備等の研究開発 

・域内低未利用地を活用した農業版フランチャイズ方式等による未来型農業の実践 

・上記のほか、農業に関する課題解決に資する事業 

〇同拠点は原料となる農産等の生産地の近傍にあり、既存関連工場に近接しているほか、

流通の結節点である植木インターチェンジ、北熊本スマートインターチェンジの近傍に

も立地する食品加工工場及び研究施設であることから、基本方針の第一ヘ（3）②にお

ける（ⅰ）（ⅱ）に該当するものである。 

 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は計画同意の日から令和５年度（２０２３年度）末日、又は、企

業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部

を改正する法律（平成 29 年法律第 47 号）附則第７条第１項に基づき地域経済牽引

事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19年法律第 40号）

の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて変更された地域における地

域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針（以下「新基本方針」という。）に基づ

いて、令和５年度末日までに改めて基本計画（以下「新基本計画」という。）を作成

する場合は、当該新基本計画の同意日の前日のいずれか早い日までとする。 

（新基本方針に基づいて新基本計画を令和５年度中に作成する予定である。そのため、
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令和５年度（２０２３年度）をその準備期間として位置づけ、計画期間を令和５年度（２

０２３年度）末日、又は、新基本方針に基づいて、令和５年度（２０２３年度）末日ま

でに改めて新基本計画を作成する場合は、当該新基本計画の同意日の前日のいずれか早

い日までとする。） 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

 


